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　日本薬学会医療薬科学部会
が主催する医療薬学フォーラ
ム2013 ／第21回クリニカル
ファーマシーシンポジウム

（実行委員長宮本謙一氏）が
７月20、21日の２日間、金
沢市で開かれた。薬剤師の業
務の効果を客観的な指標で評
価し、エビデンスとして示す
ことの重要性が強調された。
　木村利美氏（東京女子医科
大学病院薬剤部長）は、米国の薬剤師
に学ぶこととして「米国では医療経済
にフォーカスがあてられている。薬剤
師がどのように介入し、どのような経
済効果をもたらしたのかが報告されて
いる。薬剤師の医療アウトカムに対す
る経済的効果を評価し、エビデンスを
作っていかなければいけない」と呼び
かけた。
　例えば米国では、感染症治療に薬剤
師が介入した結果、死亡率の低下やコ
スト削減、在院日数の短縮などに影響
を及ぼしたことが報告されている。ほ
かにも様々な領域において薬剤師の介

入効果に関する報告がある。多数の論
文を網羅的に評価したシステマティッ
クレビューではその効果を十分に立証
できていない業務もあるものの、日本
の薬剤師は「この試みすらできてない」
と木村氏は指摘。業務の効果を数値化
し、発表することが求められていると
強調した。
　このほか、米国の病院薬剤師に比べ
て十分に行えていない患者の薬物治療
モニタリングを充実させるため、電子
カルテを網羅的に検索するシステムの
導入など、「ＩＴ化による患者モニタ
リングの効率化が必要。当院でも取り
組みを進めている」と報告。また、米
国では様々な業務にＩＴ技術を導入し
たり、調剤業務にテクニシャンを活用
したりしているとし、「薬剤師がすべ
き業務と、しなくてもいい業務の違い
を考えなければいけない」と木村氏は
語った。

保険薬剤師資格を更新制に
　日本薬剤師会前常務理事で上田市薬
剤師会会長の飯島康典氏（イイジマ薬

局）は、薬局や薬
剤師の質を担保す
るために保険薬剤
師の資格を更新制
にするなど、様々
な提言を行った。
　飯島氏は、薬剤
師の質を保つため
保険薬剤師の資格
を「３年くらいで
更新したらいいの
ではないか」と提
案した。また、薬
局の質を担保する
ために、薬局の数を規制して適正化し
たり、薬局の規模を決めたりする必要
があると指摘。薬局の世襲制を廃止す
るほか、「調剤報酬を株式配当に充て
られないような税制改正をするべき」
と語った。
　一方、患者との対面業務を拡充させ
るために、調剤の簡素化やロボット化、
箱出し調剤の導入など調剤業務の見直
しを進めることを提言。事務員を調剤
に活用する仕組みを明確にしたドイツ
の取り組みを見倣って、保険薬局に従
事する職員の業務の明確化にも取り組
む必要があるとした。

　これらのことは組織として日本薬剤
師会が提案しなければ実現しないと
し、「国民から評価されるように理想
と現実を限りなく近づける。これは組
織を挙げてやらないといけない」と強
調。
　「日本薬剤師会は1997年に『薬局の
グランドデザイン』を策定したにも関
わらず、その評価検証をしていない。
画に描いた餅になっている。『薬剤師
の将来ビジョン』も作ったが、ロード
マップはない。どうするのか。これで
はわれわれの行く方向が見えない」と
語った。

　日本ジェネリック医薬品
学会は7月初旬、都内で第
７回学術大会を開き、約
700人が参加。厚生労働省
が４月に示したジェネリッ
ク薬（ＧＥ薬）使用促進に
向けたロードマップなど、
新たな政策動向などを踏ま

え、ＧＥ薬のさらなる普及のための方

策などを探った。
　大会長を務めた佐々木忠徳亀田総合
病院薬剤部長は、講演「ＧＥ薬のさら
なる展開を目指して」で、薬価制度に
よるＧＥ薬促進の可能性として諸外国
の事例を紹介した。
　ドイツでは、医薬品市場再編法に基
づいて2011年以降に上市する医薬品
について製薬会社による価格設定が廃
止され、比較薬に対する臨床的有用性
を指標に保険者と製薬企業が価格交渉
する方式に移行したと説明。また、薬
価が一定の基準額を超えると超過分を
患者が自己負担する「参照価格制度」
のもとで、逆に基準額の30％に満た
ない場合には自己負担を求めない仕組
みがあることに言及し、「そこまでい
くのは難しいと思うが、メスが入れば
使用促進の大きなインセンティブにな
るのではないか」との認識を示した。

　シンポジウム「今後必要となる医薬
品情報とは？」では、ＧＥ薬ばかりで
なく、医薬品全般の情報収集・提供の
あり方を討論した。日本では、先発品
とＧＥ薬の添付文書の記載内容が異な
ることから、欧米と同様、添付文書の
統一的記載を可能にするような措置を
求める提案や、製薬企業のＭＲによる
情報提供に頼らない提供体制の整備が
必要なことが話題に上った。
　その中で山本美智子氏（昭和薬科大
学）は、医薬品情報提供のあり方とし
て、欧米やアジア等の諸国では普及し
ているが、日本ではまだ取り入れられ
ていない「Academic Detailing」につ
いて紹介した。
　Academic Detailingとは、医療者に
対する双方的な教育的アウトリーチの
手法。訓練を受けたAcademic Detailer
が、薬物治療に関し医療者、特に処方

医が有効性・安全性・費用対効果を考
慮した適切な臨床上の判断が行えるよ
うに支援・推進する活動。海外では、
臨床薬剤師などが Detailerとなり、医
療の質向上に貢献している。また、双
方向的な情報活動とコンサルテーショ
ンを行うため、コミュニケーション能
力も重要となっているという。

薬剤師の専門性発揮に期待
　シンポジウム「医薬分業の理念とジ
ェネリック医薬品」で横浜市薬剤師会
の向井秀人氏は、ＧＥ薬の採用につい
て調剤報酬に左右されず、薬剤師が主
体性を持って判断すべきと指摘。制度
面の課題として調剤報酬におけるＧＥ
薬の取り扱いをさらに整理する必要性
などを指摘し、「全ての医薬品は、原則、
成分名記載とし、剤形は患者と薬剤師
の間で決定すべき」と提言した。
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